
岩見沢市 合併処理浄化槽 設置補助金 

 

● 浄化槽とは？ 

 微生物の働きで汚水を処理する設備です。微生物が活動しやすい環境を保つことが重要で、

適正に維持管理がされないと機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。 

 

● 補助金について 

【要件】 

・公共下水道区域及び農業集落排水整備区域を除く区域 

・個人の専用住宅で、処理対象人員が１０人以下の規模の浄化槽 

・岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者が施工する浄化槽（裏面参照） 

・市町村民税の滞納が無いこと 

・設置前後を比較し、汚水処理未普及解消につながること 

 ※合併処理浄化槽を使用している方が、更新・建て替えを行う場合などは、補助対象外と

なります。（詳しくはお問い合わせください。） 

【補助金額】 

工事区分 限度額 補助率 

５人槽 ６２０，０００円 浄化槽設置に係る費用の 

６／１０ 

（１万円未満切捨） 

７人槽 ７１０，０００円 

１０人槽 ９９０，０００円 

排水設備※ ３３０，０００円 

排水設備工事に係る費用の 

９／１０ 

（１万円未満切） 

※排水設備は、現在単独処理浄化槽を使用しており、同一の住居において合併処理浄化槽に

転換する方が対象。 

 

● 維持管理の義務 

・保守点検・・・浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行いま 

す。北海道知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。（保守点検の記録は、

３年間保存してください。） 

・清掃・・・浄化槽内にたまった汚泥を汲み取るとともに、装置の洗浄などを行います。岩

見沢市から許可を受けた清掃業者に委託して下さい。 

・法定検査・・・保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が維持されているか、

検査を行います。北海道が指定した検査機関（北海道浄化槽協会）による法定検査を受

けてください。 

 



● 岩見沢市指定合併処理浄化槽設備工事業者名簿 

 

業者名 住所 電話番号 

道央興産㈱ 岩見沢市日の出北１丁目６番１８号 ０１２６－２４－００７７ 

㈱空知総合企画 岩見沢市東町６６６番地１ ０１２６－２５－７６８３ 

㈱サンセイ設備 岩見沢市北本町東９丁目４番１０号 ０１２６－２４－５０３０ 

㈱Ｊｕｓｅｔｕ 岩見沢市金子町１５番地 ０１２６－２３－０１６９ 

㈲朝日管工 江別市朝日町３番地５２ ０１１－３８３－６１６４ 

瓜生設備工業㈱ 岩見沢市８条東６丁目１番地 ０１２６－２２－２８５４ 

共進工業㈱ 岩見沢市４条東１２丁目 ０１２６－２２－０３３６ 

㈲北成工業 岩見沢市上志文町３０３番地 ０１２６－３３－２００５ 

㈱ソウシン 岩見沢市南町４条１丁目４番５号 ０１２６－２２－１７０２ 

㈱朝日住設 岩見沢市南町５条２丁目６番２２号 ０１２６－２３－８１７３ 

㈲サークル暖房 岩見沢市７条西１１丁目１番地１３ ０１２６－２２－１２９４ 

㈱くりねん 岩見沢市栗沢町本町８３番地５ ０１２６－４５－２３５８ 

笠原管設工業㈱ 樺戸郡月形町字緑町１７６番地１ ０１２６－５３－２２０１ 

㈲境設備配管 空知郡南幌町元町３丁目１番１２号 ０１１－３７８－２７０８ 

㈱クリーンシステム 岩見沢市大和３条４丁目３番２号 ０１２６－２５－７５０５ 

日南産業㈱ 札幌市東区東雁来６条２丁目６番１８号 ０１１－７８６－７１１１ 

㈲石川衛生工業 岩見沢市北村中央３番地３０５ ０１２６－５６－２７８１ 

北海管工㈱ 岩見沢市７条西１５丁目３番地３ ０１２６－２２－１３６９ 

まこと設備工業㈱ 岩見沢市緑が丘３丁目２０５番地１０ ０１２６－３１－５２９７ 

 

 問 合 先  岩見沢市 市民環境部 廃棄物対策課 ０１２６－３５－４３９５（直通） 


